
人事院は８月６日、2015年の国家公務員一般職の月

給を平均0.36％、ボーナスを0.1月分それぞれ引き上げ

るよう国会と内閣に勧告しました。見かけ上は、民間

企業の賃上げの動きが反映され、２年連続の月給とボー

ナスの引き上げ勧告となりました。

しかし、昨年勧告の給与制度の総合的見直しにより、

今年４月から俸給表の平均２％引き下げが行われてお

り、実質大幅な給与減額になっています。

大分大学は、人事院勧告が適用される組織ではあり

ませんが、大学公表のラスパイレス指数が示すように、

国家公務員より２割近く給与が低くなっています。組

合は今後も法人とラスパイレス指数の解釈について継

続的に協議を行い、本学給与水準の大幅な改善を求め

ていきたいと思います。

－労使双方が前向きな姿勢で
取り組むことを確認－

８月27日、大分大学教職員組合の新執行部として佐

藤委員長、廣野書記長、市來書記次長が法人の代表者

に挨拶しました。法人側は代表者として石川理事、松

崎総務部長、稲田人事課長が対応しました。私たちか

らは「給与カット、不当労働行為をめぐる係争など労

使関係が緊張する場面が多かったけれども、ここ最近、

労使関係は安定に向かっていると感じている。新執行

部の挨拶は、例年学長に対して行ってきたが、労使関

係の緊張が高まった時期からそれが実現せずに来てい

る。労使対等の象徴的な意味合いからも、以前の様に

学長との挨拶が実現するようにお願いしたい」と述べ

ました。これに対して石川理事は、労使関係の安定が

重要である点を踏まえて、前向きに取り組む考えを示

しました。そして、国立大学を取り巻く状況の不透明

さ、財政上の制約などの厳しい条件や、労使の立場の

違いもあるが、大学をより良くしていこうとする目標

は同じであると表明しました。

昨年度の法人独自の代償措置の実施など以前に比べ

て労使の関係は改善かつ安定に向かっていると感じら

れ、学長と面談することを通し、様々な問題に対して、

労使双方で信頼関係をより一層熟成させて解決してい

きたいと思います。皆様のご協力をお願いします。
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○ 本年の給与勧告のポイント (2015年人事院給与勧告の骨子）

月例給、ボーナスともに引上げ

① 民間給与との較差（0.36％）を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与制度

の総合的見直しにおける地域手当の支給割合を引上げ

② ボーナスを引上げ（0.1月分）、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分

給与制度の総合的見直し

平成28年度において実施する措置

① 地域手当の支給割合の引上げ

② 単身赴任手当の支給額の引上げ

2015年人事院勧告

月例給0.36％、ボーナス0.1月分引き上げ
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